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は
暮
ら
し
を
支
え
る

大
切
な
財
源
で
すご

利
用
く
だ
さ
い

便
利
な
支
払
い
方
法

市
民
の
皆
さ
ん
が
納
付
し
て
い
る
市
民
税
や
固
定
資
産
税
な
ど
の
市
税
は
、
市
の
歳
入
で
最
も

大
き
な
柱
と
な
る
財
源
で
す
。
令
和
５
年
度
予
算
で
は
、
市
の
一
般
会
計
歳
入
の
44
・
９
㌫
を
占

め
て
い
ま
す
。

納
付
さ
れ
た
市
税
は
、福
祉
や
教
育
、健
康
づ
く
り
、子
育
て
、環
境
、防
災
な
ど
の
事
業
や
公
園
・

道
路
な
ど
の
社
会
資
本
の
整
備
な
ど
に
使
わ
れ
、
皆
さ
ん
の
日
々
の
生
活
を
支
え
て
い
ま
す
。

市
税問
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平成30年度 31年度 令和2年度 4年度3年度

累積滞納金額収納率 （億円）（％）

11.4 11.4 11.9
10.710.6

96.5 96.7 96.6 97.096.9
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市
税
の
収
納
率
は
横
ば
い
で
、
昨
年
度
は

��
・
０
㌫
で
し
た
。
累
積
滞
納
金
額
は
約

10
・
７
億
円
と
な
っ
て
い
ま
す
。
滞
納
金
の

回
収
に
は
コ
ス
ト
が
か
か
り
、
期
限
内
に
納

付
し
た
人
の
税
金
も
そ
の
た
め
に
使
わ
れ
ま

す
。
税
負
担
の
公
平
性
や
、
よ
り
充
実
し
た

市
民
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
た
め
に
、
期
限
内

に
納
付
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

納
付
書
で
市
税
な
ど
を
支
払
っ
て
い
る
か
た

は
、
口
座
か
ら
自
動
的
に
引
き
落
と
す
口
座
振
替

が
、
納
め
忘
れ
も
な
く
安
心
で
す
。
振
替
手
数
料

は
不
要
で
す
。

※
市
・
県
民
税
特
別
徴
収
お
よ
び
法
人
市
民
税
は

利
用
不
可
。

ਃ
͠
ࠐ
Έ
▼
次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
で

・
預（
貯
）金
通
帳
、
通
帳
届
出
印
、
納
税（
付
）通

知
書
、
口
座
振
替
依
頼
書
を
持
参
し
、
市
役
所

収
納
課
ま
た
は
口
座
の
あ
る
金
融
機
関
の
店
舗

へ
・
納
付
書
に
同
封
さ
れ
た
口
座
振
替
依
頼
書
に
必

要
事
項
を
記
載
し
、
郵
送
で（
切
手
不
要
）。

※
依
頼
書
は
市
役
所
同
課
、
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、

電
話
で
も
請
求
可
。
市
内
の
取
扱
金
融
機
関
で

も
入
手
で
き
ま
す
。

※
口
座
振
替
の
各
種
手
続
き
の
詳
細

は
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
ら
ん

く
だ
さ
い
。

利
用
で
き
る
ア
プ
リ
の
詳
細
は
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
ら
ん
く
だ
さ
い
。

市
税
の
収
納
率
と

累
積
滞
納
金
額

市税の納付 Q＆ A

市
税
な
ど
が
ア
プ
リ
で
納
付
で
き
ま
す

「
口
座
振
替
」に
よ
る
自
動
引
き
落
と
し
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※介護保険料は介護保険課、後期高齢者医療保険料は保険年金課で受け付け。

市営住宅使用料（駐車場使用料含む） 2月10日（土）
（必着）

固定資産税（償却資産を含む）・都市計画税、
軽自動車税（種別割・全期）

3月10日（日）
（必着）

市・県民税（特別徴収分、法人市民税を除
く）、国民健康保険税、介護保険料※

4月10日（水）
（必着）

下水道事業受益者負担金、
後期高齢者医療保険料※

5月10日（金）
（必着）

納付書をฆࣦしてしまったと͖は
ど͏するのʁ

A ͷϗʔϜϖʔࢢま͢ͷͰɺ͠ߦൃ࠶ 
δ͔Βిࢠਃまͨऩೲ՝͓
͍߹Θ͍ͤͩ͘͞ɻ

市֎にҾっӽしたり、自宅
などをചったりした後も大
和市に納付をするのʁ

A ݱຽ੫֤1݄1ݝɾࢢ 
ʣͰڌͷຊ׆ͷॅॴʢੜࡏ
՝੫͞Εま͢ɻݻఆ࢈ࢿ੫
֤1݄1ࡏݱͷॴ༗ऀʹ
՝੫͞Εま͢ɻͦͷͨΊɺࠓ
1݄2Ҏ߱ʹҾͬӽͨ͠
Γɺࣗ Λച٫ͨ͠߹Ͱɺ
ྩ�ͷࢢɾݝຽ੫や
ೲ͢ʹࢢ੫େ࢈ࢿఆݻ
Δඞཁ͕͋Γま͢ɻ

納付期限をա͗て納付をした後に、
ಜଅঢ়がಧいたと͖はど͏するのʁ

A  ۚ ༥ؔػやίϯϏχΤϯεετΞͳͲͰͷೲ
֬ೝʹ͕͔͔ΔͨΊɺೲޙʹಜଅঢ়͕ಧ
͘߹͕͋Γま͢ɻಜଅঢ়ͷ༰͕ྖऩॻとಉ
͡߹͖ߦҧ͍Ͱ͢ͷͰɺ͝༰͍ࣻͩ͘͞ɻ

口座振替の申込期限
令和6年度第1期（市営住宅使用料は4月分）から設定する場合

特 集 3

納税が困難なときは早めに納税相談を


